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 （1）  地域コミュニティを活性化し、協働を推進
する

●地域コミュニティの活性化への取組
　区民の生活様式や価値観が多様化する中、地域への関
心の低下や人と人とのつながりの希薄化が懸念されてい
る。
　区民が安全で安心した生活を送るためには、日常の暮
らしの中で人と人とのつながりを基盤として育まれる地
域コミュニティが重要である。
　区では、地域コミュニティの活性化を支援するため、
その方策等をまとめた「練馬区地域コミュニティ活性化
プログラム」を策定し、大泉西地域をモデル地域として
取組を進めている。
●区民と区との協働の取組
　区民ニーズが多様化・複雑化する中、行政のパート
ナーであり、地域課題に包括的に取り組む町会・自治会
の活動への期待が高まっている。
　また、NPO等の活動が活発化しており、多様化する
区民ニーズに応え始めている。
　より良いまちを築いていくためには、区民と区が連
携・協力し、それぞれの持ち味を十分に発揮しながら、
区民ニーズや地域課題に対応していくことが求められて
いる。
1  町会・自治会への活動支援
　地域の課題に包括的に取り組む町会・自治会への活動
を支援するため、町会・自治会活動等を紹介するガイド
ブックや加入促進パンフレット、ホームページの整備、
町会・自治会活動の公益性に着目した財政的支援、活動
保険への加入、AEDの貸出しなどの支援を実施してい
る。
　また、地域への情報の周知を図るための掲示板の管理
委託や、町会・自治会会館の建設等への助成を行ってい
る。
2  NPO・ボランティア団体への支援
　地域の担い手の一つであるNPO・ボランティア団体
の活動を支援するため、練馬区NPO活動支援センター
を運営し、相談や情報受発信、各種講座などの事業を実
施している。
3  協働事業提案制度の実施
　区民と区との協働を推進するため、町会・自治会や
NPO・ボランティア団体などの自由な発想や地域性、
専門性、柔軟性を活かした事業を募集し、提案団体と区
が、それぞれの持つ資源を持ち寄り、力を合わせて課題
解決に取り組む「協働事業提案制度」を実施している。

 （2）  地域活動を支える情報・機会・場の提供を
行う

●地域活動への参加支援
　地域活動への参加意欲が高まる中、地域活動の実践者
を対象に、必要な知識や技術を学ぶ講座を開催してい
る。また、これまで地域にあまり関わってこなかった方
などを対象とした様々な事業を展開し、事業への参加、
地域の方々との交流を通じて、地域とのつながりづくり
を支援している。
●地域活動情報の提供
　地域では、多くの団体が様々な活動を行っている。
こうした地域活動に関する情報を集め、地域活動への
参加を支援するとともに、地域情報の共有化を進め、
地域活動団体同士の相互理解を図るため、区民事務
所・出張所の施設内17か所に地域情報コーナーを設置
している。
●活動と交流の場の充実
1  地区区民館
　地域住民の相互交流や自主活動を促進し、子供から高
齢者までが利用できる施設として昭和52年度から地区
区民館の整備を進め、22館を開設した。地区区民館の
運営については、地域住民との協働の視点から、平成
12年度から順次、夜間、土日祝日の運営を運営委員会
に委託しているほか、18年度からは準備の整った館で、
順次平日昼間の運営についても委託し、24年度から全
ての館において昼間委託実施となった。
　地区区民館で実施する各種事業については、館だより
や地区区民館設置の掲示板により、地域住民に案内する
ほか、区のホームページでも広く区民に情報発信してい
る。
　25年度は、延べ1,477,571人の利用があった。
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地区区民館利用状況

施設名

計（22）

豊玉北
桜 台
貫 井
氷川台
早 宮
春日町南
高 松
北 町
北町第二
田 柄
光が丘
旭町南
旭町北
富士見台
下石神井
立 野
関町北
東大泉
西大泉
南大泉
北大泉
大泉学園

延べ人
15,692
16,868
20,518

389
13,021
12,411
14,631
14,271
13,553
9,769
8,358

10,392
12,448
18,502

231
8,006

15,966
15,004
13,132
11,517
12,190
11,772

延べ人
6,277
4,428
4,565

87
5,317
8,023
1,588
4,361
4,052
7,121
2,881

22,505
4,116
4,781

102
1,788
2,555
5,904
6,415
6,642
6,696
3,353

延べ人
2

36
0
0

140
0
7

150
110

6
28

21,325
11
36
0
0
1
0
5
0
0

33

延べ人
7,844
8,063

10,759
6,741

＊
＊

4,381
＊

4,817
6,729

＊
＊
＊
＊

6,596
9,123
5,864
5,881
6,538

＊
8,641
9,236

延べ人
86,691
66,397

117,939
8,713

45,670
60,607
33,824
45,279
58,383
61,635
74,587

156,067
44,411
66,609
7,813

78,977
80,613

101,047
82,249
76,208
72,040
51,812

児童利用 高齢者利用 一般利用 学童クラブ
計

268,641

延べ人
56,876
37,002
82,097
1,496

27,192
40,173
13,217
26,497
35,851
38,010
63,320

101,845
27,836
43,290

884
60,060
56,227
74,258
56,159
58,049
44,513
27,418

団体利用

972,270113,557 21,890 101,213 1,477,571

個  人  利  用

平成25年度

注：①旭町南地区区民館の一般利用･団体利用の数値と光が丘地区区民館
　の団体利用の数値は、特別施設利用者数を含む数値である。
②＊印は、該当の施設を設置していない。
③氷川台地区区民館・下石神井地区区民館は平成25年4月から平成
　26年3月まで工事のため休館。

地域集会所利用状況 平成25年度

施　設　名 利 用 件 数

石 神 井 台
上 石 神 井
南 田 中
谷 原
旭 丘
中 村
向 山
土 支 田
大 泉 町
高 野 台
大 泉 学 園 町
三 原 台
北 町
東 大 泉
小 竹
石神井台みどり
関 町
桜 台
早 宮
春 日 町
土 支 田 中 央
旭 町
田 柄
上 石 神 井 区 民
東 大 泉 中 央
南 大 泉
大 泉 北

延べ　件
2,425
3,076
1,792
1,305
2,157
2,718
2,817
2,658
2,112
3,564
1,743
2,389
1,667
2,866
1,971
2,662
3,091
3,240
3,118
2,075
1,363

538
1,681

877
2,164
1,587
1,635

利 用 者 数

延べ　人
26,760
18,608
15,400
17,448
19,822
33,751
13,808
15,716
13,003
27,379
12,124
17,821
11,786
18,108
16,146
18,925
25,596
19,009
33,157
35,268
13,421
6,091

18,188
6,652

19,211
16,017
13,460

計（27） 59,291 502,675

注：①上石神井区民地域集会所は平成25年9月から平成26年9月まで工
　事のため休館。
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2  地域集会所
　地域住民の相互交流および自主的活動の場を提供する
身近な集会施設として、昭和60年度から地区区民館の
空白地域に地域集会所の整備を進め、さらに平成21年
度から出張所に併設されている区民館を地域集会所に移
行し、26年3月現在27か所を開設している。
　地域集会所の管理運営は、設置当初から、地域住民か
らなる運営組織と区との協働で行っている。また、区民
館から移行した地域集会所については、地域住民と協議
を進め、運営体制を整備していく予定である。
　25年度の利用は、延べ59,291件、502,675人であった。

3  区民ホール（光が丘、関）
　区民文化の向上および区民相互の交流を図り、地域社
会の健全な発展と福祉の増進に寄与することを目的とし
て、元年7月に光が丘区民ホールを、7年10月に関区民
ホールを開設した。
　それぞれのホールには、つぎのページの表の施設があ
り多くの区民の方に利用されている。
　なお、光が丘区民センター内併設の心身障害者福祉集
会所は、心身障害者優先の施設であるが、空きがある場
合は一般区民も利用できる。また、その他の併用施設
も、夜間・休日に一般区民も利用できる。
　関区民ホールは18年4月から、光が丘区民ホールは23
年4月から、管理運営を指定管理者に委ねている。
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光が丘区民ホール等の利用状況 平成25年度

関区民ホール等の利用状況 平成25年度

施　　設　　名
利　用　状　況

利用件数 利用者数

施　　設　　名
利　用　状　況

利用件数 利用者数

光 が 丘 区 民 ホ ー ル
多 目 的 ホ ー ル
集 会 室 （ 1 ）
集 会 室 （ 2 ）
音 　 楽 　 室
美 術 工 芸 室
和 　 　 　 　 室
会 議 室 （ 1 ）
会 議 室 （ 2 ）

心 身 障 害 者 福 祉 集 会 所
光 が 丘 高 齢 者 セ ン タ ー
光 が 丘 な か よ し 児 童 館

小　　　計

計

件

885
739
857
646
363
284
623
749

3,382
0
0

5,146

8,528

人

43,853
9,113
10,011
11,929
4,163
2,414
8,366
14,593

関 区 民 ホ ー ル
多 目 的 ホ ー ル
リ ハ ー サ ル 室

件

575
670

人

28,568
8,560

84,152
0
0

104,442

小　　　計 1,245 37,128
関 高 齢 者 セ ン タ ー 390 5,019

計 1,635 42,147

188,594

注：①「利用件数」は午前、午後、夜間の各区分を1件とする。
　　②心身障害者福祉集会所は、心身障害者団体の利用を除く。
　　③光が丘高齢者センターは、平日の午後5時30分以降
　　　と休日の利用件数。
　　④光が丘なかよし児童館は、中高生の居場所づくり事
　　　業と親子のふれあう場提供事業実施のため、児童館
　　　休館日の夜間のみの利用件数。

注：①「利用件数」は午前、午後、夜間の各区分を1件とする。
　　②関高齢者センターは、平日の午後5時30分以降と休
　　　日の利用件数。

指定葬儀場使用料助成金の推移
年　度

平成21
22
23

25

助成件数 助成金額
件

1,466
1,539
1,512

1,402

円
43,966,125
45,909,725
45,148,250

41,759,025
24 1,502 44,789,694

指定保養施設　利用実績の推移 
年　度

平成21
22
23

25

延べ利用人数 補助額
人

29,645
27,386
28,306

27,630

円
121,438,967
113,258,982
117,335,685

88,181,322
24 26,669 85,218,573
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4  向山庭園
　向山庭園は武蔵野の面影を残す日本風の施設で、四季
を感じられる区民の憩いと交流の場として、昭和55年
に開園した。老朽化のため平成22～24年度に改修工事
を行い、文化学習・庭園・国際交流機能を併わせ持つ場
として25年4月に再開した。
　茶室や和室、多目的室があり、茶道・華道・俳句など
の文化交流の場として広く区民に親しまれている。
　管理運営を指定管理者に委ねるとともに、年末年始を
除く通年開園を実施するなど、サービスの向上に努めて
いる。
●指定保養施設事業
　区民が旅行を通して親睦を深め、健康増進に役立てる
ことを目的として、民間のホテル、旅館等26か所を保

養施設に指定し、利用した区民に対し、宿泊料金を補助
する事業。
　区民が施設を利用した場合、年度内2回、1回の利用
につき2泊までを限度とし、利用者1人1泊につき、大人
3千円、3歳児～小学生2千円の補助金を支給した。補助
金は、区が直接施設に支払いをする。
　また、身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、
精神障害者保健福祉手帳1・2級の方とその介助者の方
（区内に住所を有するもの1人）には、一定額の補助金
増額制度がある。
　平成25年度は、延べ27,630人の利用があった。

●指定葬儀場使用料助成制度
　区が指定した葬儀場で通夜または葬儀を行い、その会
場使用料を負担した方または死亡者が区内に住所を有し
ている場合に、会場使用料の一部を助成している。平成
25年度の助成は、1,402件であった。


